
株式会社富士クリーンが

第１１回 森づくり活動を実施します

令和７年１１月６日

森林・林業政策課 森づくりＧ

岩佐・大西（内線２９００）

電話 ０８７－８３２－３４６０

１  日 時   令和７年１１月１２日（水） ９：００～１１：００

 ※雨天の場合は１１月２６日（水）に延期、延期の場合は１１月１１日（火）１５時まで

   に決定します。下記の５問合先まで問い合わせてください。

２ 場 所   綾川町西分「富士クリーンの森」 （別紙参照）

３ 参加者 株式会社富士クリーンの社員 約１０名
（技術指導 ： 香川西部森林組合職員、県森林・林業政策課職員）

４ 内 容 ヒノキ間伐、竹の伐採、枝打ち

５ 問合先 株式会社富士クリーン 池田 ０８７－８７８－３５１１

６ その他 取材をご希望の方は当日、現場にお越しください。事前連絡は不要です。

【活動実績】

平成２７年 ９月 ８日 株式会社富士クリーン、綾川町陶財産区、綾川町、香川県の４者で協定を締結

（協定期間５年、平成３２年３月末まで）

平成２７年１１月 ８日 第１回 間伐・枝打ち等

平成２８年１１月２０日 第２回 間伐・枝打ち等

平成２９年１０月２９日 第３回 竹の伐採

平成３０年１１月１８日 第４回 間伐、竹の伐採

令和 元年１１月 ３日 第５回 間伐、竹の伐採

令和 ２年 ８月 ３日 当初の協定場所に隣接するエリアにおいて、株式会社富士クリーン、綾川町

 陶財産区、綾川町、香川県の４者で協定を締結

 （協定期間５年、令和７年３月末まで）

令和 ２年１１月 １日 第６回 ヒノキ植栽

令和 ３年１１月２１日 第７回 ヒノキ間伐

令和 ４年１１月 ６日 第８回 ヒノキ間伐

令和 ５年１１月 ５日 第９回 竹の伐採、ヒノキ間伐、枝打ち

令和 ６年１０月 ９日 第１０回 竹の伐採、ヒノキ間伐、枝打ち

令和 ７年 ３月３１日 協定を令和１２年３月３１日まで５年間延長

フォレストマッチング

協働の森づくり推進事業



別 紙

株式会社富士クリーン 活動場所位置図
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